
凍結物(精子・卵子・胚)の移送に関する説明書 

 

【移送を希望するにあたり】 

当院では、リスクを考慮し原則凍結物の移送を禁止しております。以下の内容を承諾いただ

きましたら、患者様ご自身にお預かりしている凍結物を返却いたします。移送先、移送元の

許可をいただきましたら当院を受診していただき、お手続きへ移らせていただきます。 

 

【移送のリスク】 

① 凍結物移送の際に、凍結物の質の低下や紛失の可能性があります。当院では、凍結物が

当院の外に出た時点で管理下外となるため、移送時に生じる全ての責任を当院に求める

ことはできません。 

② 当院と移送先施設間において凍結融解方法が異なり、当院での方法を再現できない可能

性があります。当院以外での融解または凍結操作によって生じた不利益（融解成績の不

良、紛失など）に関して、全ての責任を当院に求めることはできません。 

 

【移送の流れ】 

① 患者様が移送を希望し当院を受診。移送の説明および同意書を含む必要書類をお渡し。 

② 移送先、元にて許可をもらい、必要書類を記載。 

③ 必要書類を持参のうえ、当院を再度来院。 

④ 患者様ご自身で先方の医療機関と日程を調整。 

⑤ 日程が決定したら、当院へ連絡。 

⑥ 凍結物の移送へ。 

 

【移送方法】 

当院は、移送用容器を持っておりません。そのため、患者様ご自身で専門業者などに依頼し

移送してもらう、または移送先、移送元より容器を借り患者様ご自身の手で運んでいただく

必要があります。 

移送専門業者をご利用の患者様につきましては、委任状を確認の上、当院から専門業者に凍

結物をお預けします。それ以外の患者様につきましては、患者様ご自身に凍結物を返却いた

します。 



【移送日程】 

移送完了までの期間は約１か月前後かかります。診療状況によりご希望の日程までに対応

できない可能性があります。移送の際は、余裕を持った日程でお願いいたします。 

 

 

 

【移送費用】 

治療方針が保険か自費かにより異なるため、詳しくは医師にご確認ください。 

原則、専門業者への依頼などによりかかる費用は全て患者様ご自身の負担となります。 

 

【注意事項】 

・当クリニックにて対応できない凍結融解方法の場合、受け入れをお断りさせていただく可

能性がございます。 

・使用されている液体窒素は危険物扱いとなるため、公共交通機関での移動はできません。

また、宅配業者を使用しての搬出入は推奨しておりません。ご希望の患者様は、ご自身の責

任の下、宅配業者を手配してご利用ください。 

・原則、海外からの搬出入はお断りしております。 

・移送日程など事前ご連絡なく持ち込み、持ち出しのため来院された場合、対応いたしかね

ます。 

・液体窒素の追加は対応いたしかねます。 

・感染症が区別されていないタンクにて保存されていた検体につきましては、当院保管時は

全て感染症タンクにて保管いたします。 

・保険にて凍結をされている、凍結更新を希望する場合は、先方にて凍結保存管理料を支払

った日付をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

移送対応可能日時：平日診療日 14：00～16：00 




